
（第17666号）東 京 都 公 報令和4年9月26日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）…
�

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
取
消
し
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
�

規

程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

規

則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
三
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
二
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都

規
則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
二
中
「（

注
１
）
地
方
公
務
員
法

」
を

「（
注
）
令
和
４
年
９
月
分
ま
で
は
、
地
方
公
務
員
法

」
に
、

「（
以
下
単
に
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は

」
を
「に

限
り

」
に
改
め
、

（注２）
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
百
八
十
八
号
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

江
戸
川
区
東
小
松
川
四
丁
目
、
松
江
三

丁
目
、
松
江
四
丁
目
、
松
江
七
丁
目
及

び
一
之
江
六
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

な
し
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
井
一
丁
目
南
第
１
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

大
井
一
丁
目
南
第
１
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

品
川
区
大
井
一
丁
目
及
び
大
井
二
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

品
川
区
大
井
一
丁
目
三
十
四
番
十
一
号

平
成
二
十
六
年
十
月
十
六
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
（
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
四
号
及
び

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）

第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
環
状
七
号
線

二

指
定
す
る
区
間

足
立
区
栗
原
一
丁
目
千
二
百
九
十
九
番
一
地

内
か
ら
同
区
梅
島
三
丁
目
七
百
六
十
番
一
地

先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
一
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
（
令
和
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
八
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
二
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東

京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
第
一
号
泫
２
中
「地

方
公
務
員
法

」
を
「令

和
４
年
９

月
分
ま
で
は
、
地
方
公
務
員
法

」
に
、
「（

以
下
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

」
を
「に

限
り

」
に
改
め
、

同
様
式
泫
３
及
び
泫
４
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

新
東
京
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
三
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
パ
パ
ス
ほ
か
二
名

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

荒
木

義
也
（
株
式
会
社
パ
パ
ス
）
ほ

か

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

安
田

直
樹
（
株
式
会
社
パ
パ
ス
）
ほ

か

八

変
更
日

令
和
四
年
四
月
三
十
日
ほ
か

九

届
出
日

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
五

年
一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

新
国
際
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
Ｋ
ｎ
ｏ
ｔ
ほ
か
二
名

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
二
丁
目
三
十
三

番
八
号
（
株
式
会
社
Ｋ
ｎ
ｏ
ｔ
）

七

変
更
後
の
小
売
業
者

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
二
丁
目
十
五
番
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の
住
所

六
号
（
株
式
会
社
Ｋ
ｎ
ｏ
ｔ
）

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ャ
ン
・
ア
ル
ノ
ー
（
Ｒ

Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｗ
Ａ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
株
式
会

社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

ノ
ル
ベ
ー
ル
・
ル
レ
（
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｗ
Ａ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
株
式
会
社
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
五

年
一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

新
有
楽
町
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
十
二
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
シ
ッ
プ
ス
ほ
か
二
十
三
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
シ
ッ
プ
ス
ほ
か
二
十
一
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
一
世
館

八

変
更
前
の
小
売
業
者

宮
井

康
成

の
代
表
者
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

宮
井

恭
子

十

変
更
日

令
和
四
年
六
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
五

年
一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

国
際
ビ
ル
・
帝
劇
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

東
宝
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

島
谷

能
成

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

松
岡

宏
泰

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
ほ
か
十
七
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
ほ
か
十
六
名

十

変
更
日

令
和
四
年
五
月
二
十
六
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
五

年
一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

日
本
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
・
富
国
生

命
ビ
ル
・
日
比
谷
国
際
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
一
号
ほ

か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
日
本
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
ほ
か

二
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
一
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

澤
田

貴
司

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

細
見

研
介

八

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日

九

届
出
日

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
五
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年
一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
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西
新
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二
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話
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